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九Ｑの会  規約  

 

社団法人再開発コーディネーター協会（以下「協会」という。）Ｑの会取扱要領（以下

「要領」という。）に基づく九州地域におけるＱの会の規約を次のとおり定める。 

 

第１章  総則  

（名称） 

第１条 本会は、「九Ｑの会」と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、協会の地方活動組織として九州地域における協会会員その他街づくり関

係者の交流・連携、情報共有、技術向上を図り、もって再開発コーディネーター業務

の健全な発展と市街地再開発事業を中心とする地域の街づくりの円滑な促進に資する

こと目的とする。 

（事業） 

第３条 この本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

一 協会が九州地域において実施する事業の支援 

二 街づくり活動に関する情報発信 

三 街づくり活動に関する情報交換会の開催 

四 会員の技術向上に関する調査研究並びに講習、講演等の開催 

五 街づくり活動に関する関係官庁の施策等に対する協力、関係官庁等に対する要望、

政策提言及び意見の調整 

六 街づくりに関する知識の普及、啓蒙及び宣伝 

七 街づくりに関する資料収集及び情報交換 

八 その他本会の目的を達成するために必要な業務 

 

第２章  会員  

（会員の資格） 

第４条 本会の会員は、次に掲げる者のうち九州地域に住所を有する者又は九州地域の事

務所若しくは事業所に勤務する者で、本会の目的に賛同して入会した者とする。 

一 協会会員（法人会員の場合は、当該法人に所属する者） 

二 会員以外の再開発プランナー資格者 

三 再開発プランナー資格の取得を目指す者のうち本会への参加を希望する者で幹事

会が認めた者 
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四 その他幹事会が認めた者 

 

（入会） 

第５条 入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表幹事に提出するものとする。 

（会費） 

第６条 本会の会費は無料する。ただし、代表幹事は、本会の事業を行なうために特に必

要と認めるときは、幹事会の議決を経て、会員のうち適当と認める者に対し、本会の

活動に必要な経費についての負担金を求めることができる。 

（資格の喪失） 

第７条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

一 退会したとき  

二 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が協会を退会、消滅した

とき 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会届を代表幹事に提出して、任意に退会することができる。 

第３章  役員  

（役員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

一 代表幹事 1名 

二 副代表幹事 1名 

三 幹事（代表幹事、副代表幹事を含む。以下同じ。） 2名以上5名以内 

四 監事 1名 

 

２ 幹事及び監事は、第4条第一号にある協会会員の中から、総会で選任する。 

３ 代表幹事及び副代表幹事は、幹事の互選により選任する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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３ 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き

続きその職務を行う。 

４ 役員が会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 

（役員の誠実義務等） 

第１１条 役員は、規約並びに総会、幹事会の決議に従い、会員のため、誠実にその職務

を遂行するものとする。 

２ 役員は、無報酬とする。ただし、総会の承認を得て、役員としての活動に応ずる必

要経費の支払を受けることができる。 

（代表幹事） 

第１２条 代表幹事は、本会を代表し、その業務を統括するほか、規約又は総会、幹事会

の決議により、代表幹事の職務として定められた事項を遂行する。 

２ 代表幹事は、総会において、前会計年度における本会の業務の執行に関する報告を

しなければならない。 

３ 代表幹事は、幹事会の承認を得て、他の幹事に、その職務の一部を委任することが

できる。 

（副代表幹事） 

第１３条 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき又は代表幹事が

欠けたときは、その職務を代行する。 

（幹事） 

第１４条 幹事は、幹事会を構成し、幹事会の定めるところに従い、本会の業務を担当す

る。 

（監事） 

第１５条 監事は、本会の会計監査を行う。 

第４章  会議  

（会議） 

第１６条 会議は、総会及び幹事会とする。 

（総会） 

第１７条 総会は、会員をもって構成する。 
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２ 総会は、代表幹事が招集するものとし、毎年度１回開催するほか、必要に応じて開

催することができる。 

３ 総会は、書面によって表決する総会とすることができる。 

４ 議決権は、会員が行使するものとする。 

５ 前項の規定によりその議決権を行使できない会員は、書面により又は他の会員に委

任し、これを行使することができる。この場合において、当該会員は、総会に出席し

たものとみなす。 

６ 書面によって表決する総会においては、表決した会員は、総会に出席したものとみ

なす。 

７ 総会は、出席会員をもって成立するものとする。 

８ 総会の議長は、代表幹事が務める。 

９ 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

（総会の議決事項） 

第１８条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

一 規約の変更 

二 役員の選任 

三 事業計画及び収支予算の決定 

四 事業報告及び収支決算の承認 

五 その他本会の運営に関する重要事項  

 

（議事録） 

第１９条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人１名以上が、署名

及び押印をしなければならない。 

（幹事会） 

第２０条 幹事会は、幹事をもって構成する。 

２ 幹事会は、代表幹事が必要と認めたときはこれを開催する。 
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３ 幹事会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。 

４ 幹事会の議長は、代表幹事が行う。代表幹事に事故があるとき又は代表幹事が欠け

たときは、副代表幹事を議長とする。 

５ 幹事会は、幹事又は幹事から委任を受けた者の過半数の出席により成立し、議事は、

出席幹事の過半数の同意によってこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

６ 前項の規定にかかわらず、代表幹事は、書面により幹事の意見を聴き若しくは表決

を得ることにより、幹事会の開催に代えることができる。 

（委員会等） 

第２１条 本会は、必要に応じて委員会等を置くことができる。 

第５章  会計  

（会計年度） 

第２２条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（収入） 

第２３条 本会の収入は、協会からの助成金、会員の負担金、事業に伴う収入及びその他

収入によりなる。 

２ 本会の収入は、代表幹事が管理する。 

３ 本会が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。 

（経費） 

第２４条 本会の経費は、収入をもってあてる。 

（事業計画及び収支予算） 

第２５条 本会の事業計画書及び収支予算書は、代表幹事が作成し、総会の議決を得なけ

ればならない。 

２ 年度開始前に予算が成立しない場合には、成立するまでの間、前年度の予算に準じ

て収入・支出することができる。 

３ 前項による収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。 
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（事業報告及び収支決算） 

第２６条 代表幹事は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、収支決算書を作成し、

監事の監査を受けなければならない。 

第６章  解散  

（解散） 

第２７条 本会は、総会において会員総数の４分の３以上の議決を経て解散する。 

第７章  事務局  

（事務局） 

第２８条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、会員の所属する法人のうちから幹事会で決定する。 

３ 事務局は、原則として２年ごとに交代するものとする。ただし、事務局である法人

が継続を承認したときはこの限りでない。 

第８章  雑則  

（委任） 

第２９条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項は、幹事会の議決

を経て、代表幹事が別に定める。 

 

附則  

第１条 この規約は、平成19年4月1日から効力を発する。 

 


